
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 添付資料 

 
 



Project Period: ver.3 作成日：2011年7月29日

プロジェクト要約 指標 入手手段 外部条件

上位目標：
アッチモ・アンドレファナ県で給水施設維持管理体制と衛生啓発普及
体制が確立・稼働する。

1. コミューンからの報告書

2. インベントリデータ

・「マ」国政府の水・衛生政
策が大幅に変更されない。

プロジェクト目標：
アッチモ・アンドレファナ県の対象4郡において、給水施設維持管理体

制の確立と衛生啓発普及体制の活性化がなされる

1．ＤＲＥ定期報告書

2．コミューン定期報告書

3．事業進捗報告書第2号、コミューン定期報告

書、アッチモ・アンドレファナ県BDEA
4.   DREN、DRSP作成の研修実施計画および

参加者リスト
5.    DRSP作成のモニタリング実施計画、フィー

ドバック会合の記録(コミュニティレベル）、経験

交流ワークショップ（県-郡レベル）アジェンダ

6.    DREN作成のモニタリング実施計画、フィー

ドバック会合の記録(コミュニティレベル）、経験

交流ワークショップ（県-郡レベル）アジェンダ

・「マ」国政府の水・衛生政
策が大幅に変更されない。
・中央地方の関係諸機関
によるプロジェクトへの支
援が継続する。

成果 指標

NGOからDREへの月例報告書

TSの一覧表
TS資格証明書

DRE定期報告書

会議議事録、DRE定期報告書

コミューン活動議事録

コミューン定期報告書

TRノート、コミューン定期報告書

銀行手帳、会計ノート

銀行手帳、会計ノート

承認ワークショップにおいて署名されたミ
ニッツおよび研修ガイド（最終版）

2011年度（2011.08～2012.02）研修実施

計画、2012年研修実施計画（案、2012.03
～2012.12)

DRENおよびDRSモニタリングシート、およ

び、モニタリングシート（EPPの活動。

DRENおよびDRSモニタリングシート、およ

び、モニタリングシート（EPPの活動。

ZAPからの定期（四半期）報告

CSBからの定期（四半期）報告

4-3.　2012年2月までに、対象4郡のプロジェクト対象小学校で、トレーニングを受けた教員、校長、父兄が衛生教育活動
を計画し、定期的に実施している。

4-4.  2012年2月までに、4-3の活動を定期的に（四半期に1回）管轄ZAPがモニタリングし、フォローアップを行う。

4-1. 2011年12月までに、改善された研修プログラム（衛生教育・衛生発活動）が関係機関に承認される。

1. 2015年にアッチモ・アンドレファナ県内の給水率が40％（2007年事前調査時データ）から65％に増加する

2. 2015年にアッチモ・アンドレファナ県において、報告書を提出するコミューン数が50以上になる。

1. 「維持管理体制」を踏まえた運営維持管理状況の定期報告がＤＲＥから治水省へ四半期ごとになされる。

2.　2012年2月までに、対象4郡において、コミューンからDREへの報告レポート提出の割合が0％から50％になる。

3.  日本が建設した施設の稼働率が45％（2009年鈴村調査時データ）から60％（2011年12月）に増加する

（注：対象4郡の施設の内、XX％は日本が建設した施設である）

3-1　対象コミューンにおける稼働率がXX％（2010年6月コミューン研修時収集データ）からYY％（2011年12月）に増加
する
3-2　24パイロットサイトの稼働率70％（2009年鈴村調査時データ）が100%に増加する

4.   DREN,DRSPの主導により、2011年11月までに、対象４郡のプロジェクト対象学校・保健センターに対して衛生啓発
普及・衛生教育にかかる研修が行われる。
5.   2012年2月までに、対象4郡のプロジェクト対象県-郡-コミュニティ（DRSP-SDSP-CSB）の間で、年に１回以上モニタリ
ング結果の報告が行われる。
6.   2012年2月までに、対象4郡のプロジェクト対象県-郡-コミュニティ（DREN-CISCO-ZAP-EPP）の間で、年に１回以上
モニタリング結果の報告が行われる。

1-1 DREがスペアパーツの販売を委託しているNGOから販売実績や在庫の状況について毎月報告を受ける

1-2  技術研修後に16人の地域修理人がDREによって登録される。

1-4. DREの主導により給水・衛生分野の関係諸機関の定期会合が1年に1回行われる。

2-1. プロジェクト終了時までに対象15コミューンが、対象24サイト以外の少なくとも3フクタン・村落に対してコミューンの
役割を説明する。

2-2. 対象15コミューンが、コミューンマニュアルに基づいて、地域内の施設状況（稼動・維持管理）について地方局へ四

半期に1回報告を行う。

Project Title: アッチモ・アンドレファナ県における給水施設維持管理能力と衛生行動改善プロジェクト　　Target Area: アッチモ・アンドレファナ県4郡

Target Group: G1＜給水施設整備関連＞治水省アッチモ・アンドレファナ県支局（DRE）、コミューン（給水施設管理監督機関）、給水施設管理組織（水管理委員会（CPE)、民間委託、コミューン）

              G2＜衛生啓発・衛生教育関係＞教育省アッチモ・アンドレファナ県支局（DREN）、学区事務所（CISCO）、地区教育事務所（ZAP）、公立小学校（EPP)、
              保健省アッチモ・アンドレファナ県支局（DRS）、保健省郡支部（SSD）、保健センター（CSB）、ボランティア保健普及員

4．DREN、DRSおよび対象４郡内の行政機関（CISCO、ZAP、公立小

学校、SSD、保健センター）による衛生啓発・衛生教育活動が改善され
る

3-1. 2012年2月末までに、対象24サイトにおいて施設の操作・日常点検・修理記録がマニュアルに沿って行われてい
る。

4-2. 2012年2月までに、改善された衛生教育・衛生啓発活動研修プログラムを用いて、教育省県支局（DREN)と保健省

県支局（DRSP)が研修計画を策定する。

1.アッチモ・アンドレファナ県における給水施設維持管理に対する技術

支援者として、DRE職員のコミューン、村落レベルへの維持管理指導
及び関係諸機関との調整能力を強化する手法が確立する。

1-3  対象4郡のパイロット外コミューンに対する研修を専門家の主導ではなく、DREの主導で実施する。

4-5.  2012年2月までに、対象4郡のプロジェクト対象CSBで、トレーニングを受けた保健センター職員が保健ボランティア

普及員の活動を定期的に（四半期に1回）モニタリングし、フォローアップを行う。

2．対象コミューン内の給水施設所持者としてコミューンの施設管理・管

理委託組織への監督能力を強化する手法が確立する。

3. 村落・フクタンレベルにおける給水施設の日常管理者として給水施
設維持管理組織の施設維持管理能力を強化する手法が確立する。

3-3　2011年12月までに施設の運転資金を除いた積立金（少なくとも100,000AR）を貯蓄しているサイトが8％から30%に
増加する。

3-2. 2012年2月までに対象24サイトの水管理組織内で出納帳が記録されている。
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活動： 投入： 【マ国側】 外部条件:

【日本側】

前提条件:
【成果2】コミューンが将来給水施設の施主としての役割を果たすための能力強化の

法が確立す

3-5 対象のレベルIサイトにおいて、選定されたハンドポンプ村落修理工がDREおよび専門家同伴のもと地域修理人により修理研修を受ける

3-6 レベルIIサイトにおいて、選定された施設操作員が施設のメンテナンスについてDREおよび専門家同伴のもと地域修理人により研修を受ける

【成果4】DREN、DRSおよび対象４郡内の行政機関（CISCO、ZAP、公立小学校、SSD、保健センター）による衛生啓発・衛生教育活動が改善される

4-1 対象地域における衛生設備（便所）整備、衛生行動の状況を把握する

3-7 水管理組織マニュアルを作成する

3-8 DREおよび専門家が対象24サイトの給水施設維持管理組織に対し、維持管理能力研修（①役割分担②内部規定③水料金設定④出納帳管理⑤モニタリング体制）を行う

3-9 対象24サイトに対し、DRE職員の下、コミューン職員が水管理組織研修後のモニタリングを行う

1-24 DRE職員が、施主代理としての役割について、再学習をする。

1-16 DRE職員と専門家が 対象4郡内のパイロット外コミューンにおいて水政策・DREとコミューンの役割について研修を企画・実施する

1-20 DRE職員と専門家が、コミューン給水担当者が実施する24パイロットサイトの運営状況のモニタリングに対し、指導を行う

1-21 スペアパーツ供給体制の構築のための情報収集、アクターへの説明、マニュアル作成・ネットワーク作りをDRE職員と協働して行う

1-22 DRE用マニュアルを作成し、取りまとめる。

1-23 DRE職員がコミューンの定期報告受領後にCPEの活動のモニタリング/指導を行う。

4-6 現場における衛生啓発活動の課題を把握する

4-7 DRSの衛生啓発活動に関する研修プログラムを改善する

2-4 パイロット15コミューンがコミューン内施設の運営維持管理委託組織を明確にする

3-3 対象24サイトのフクタン長が給水施設維持管理者、水施設利用者の役割を住民総会において啓発し、給水維持管理組織を明確にする

3-4 対象レベルIサイトにおいて、ハンドポンプ村落修理工を選定する

3-1 対象24サイトのフクタン長・村長が水政策・地方局・コミューンの役割についてDREおよび専門家から研修を受ける

3-2 対象24サイトのフクタン長・村長が給水施設維持管理組織・給水施設利用者の役割について研修を受ける

4-12 対象サイト内小学校に、衛生啓発・衛生教育用の施設（トイレ、簡易手洗い設備）を設置する（原則として既存の施設があるところは除く）

4-13 対象コミューン内の保健センターと小学校において実施される、4-1を踏まえた衛生啓発活動及び衛生教育をモニタリングする

4-14 DREN、DRSが3年次の年間研修計画およびモニタリング計画を策定する。

4-9 活動の結果を4-4、4-7の研修プログラムに反映させる

4-10 4-2および研修結果を踏まえ、各種教材を改善する

4-11 対象サイト内の保健センターと小学校において、保健センター職員・ボランティア保健普及員及び小学校教員に集中研修を実施する

4-8 改善されたプログラムを使ってDRSが研修を実施する

4-2 既存の衛生教育・衛生啓発分野に関する教材を確認する

4-3 衛生教育現場における課題（教授法、給水の現状）を把握する

4-4 DRENによる衛生教育に関する研修プログラムを改善する

4-5 改善されたプログラムを使ってDREN が研修を実施する

2-6 パイロット15コミューンがコミューン用マニュアルに沿って、DREへの定期報告を行う

2-7 コミューンとDREの協働により、4郡のコミューン内の施設データを整理する

【成果3】村落・フクタンレベルにおける給水施設の日常管理者として給水施設維持管理者の施設維持管理能力を強化する手法が確立する

2-11 対象4郡内のパイロット以外のコミューンが水政策・DREとコミューンの役割について研修を受ける

2-12 DREと専門家の協働でコミューンマニュアルを作成する

2-8 パイロット15コミューンが、施設の改修・更新または運営維持管理を民間に委託する場合のコミューンの役割・手続きについて研修を受ける

2-9 民間委託実施パイロットコミューンが、民間委託管理の手続きについて研修を受け、パイロットコミューンが開札・評価に参加する

2-10 パイロット15コミューンに対し、給水施設維持管理における水税の徴収と支出の管理を指導する

1-12 DRE職員がデータ更新体制に沿って、治水省（中央）へ収集データの報告を行う

1-13 DRE職員が首都において他県DRE、他ドナーに対し、試行したデータ更新体制を共有する

１．カウンターパート
・地方局（DRE）局長（１）

・地方局（DRE）オペレーション課課長（１）

・地方局（DRE）技術職員（4）

・保健省地方局（DRS)職員

・教育省地方局（DREN)職員

２．施設：
・プロジェクト事務所
・研修施設
・調達機材倉庫

３．プロジェクト運営費：
・カウンターパート日当・宿泊費

１．専門家派遣
-総括

　・全活動管理、他ドナー・CPへの提言、技術研
修・維持管理研修総括
-コーチング担当

  ・地方局職員へのOJT担当

-技術研修担当：
　・施設改修、井戸改修、改修研修計画立案
-維持管理研修担当：

  ・維持管理研修計画立案
　・研修コーディネート
　・現地再委託監理
-衛生啓発担当

  ・衛生啓発研修計画立案

  ・研修コーディネート
　・トイレ建設現地再委託監理
-業務調整
　・全体調整
　・予算管理

２．現地費用
-ベースライン調査/インパクト調査

-現地雇用講師
　・コミューン研修講師
　・水管理委員会研修講師

３．機材調達
　・事務機器
　・井戸改修用機材

・関係諸機関がプロジェクトを支援
することで合意する。

・地方局（DRE)のカウンター
パート職員が変更しない。

【成果1】アッチモ・アンドレファナ県における給水施設維持管理に対する技術支援者として、DRE職員のコミューン、村落レベルへの維持管理指導及び関係諸機関との調整能力
を強化する手法が確立する

1-1 DRE職員が水政策・DREの役割について再学習を行う

1-5 DRE職員に対し、レベルI・IIの改修・操作・点検研修を行う。

1-6 DRE職員と専門家が、地域修理人に対し、レベルI・IIの改修・操作・点検に係る実地指導を行う

1-4 地域修理人向けの修理マニュアルをDRE職員と専門家が共同で作成する

1-2 DRE職員が給水施設維持管理に関わるコミューンの役割について再学習を行う

1-14 DRE職員の主導で、「維持管理体制」の試行結果を含む水・衛生分野の情報をDRE、DREN、DRS間で共有することを目的とした定例会議を企画する

1-7 DRE職員と専門家が地域修理人と協議し修理サービス料金設定の為の計算式を設定する。

2-5 コミューン給水担当者が対象24サイトにおいて、水管理組織の研修後、モニタリングを行う

1-3 DRE職員がパイロットコミューンへ、水政策・DREとコミューンの役割について研修を行う

1-17 DRE職員と専門家が県レベルでセミナーを開催し、対象外5郡に対して、4郡での維持管理事例を紹介する。

1-18 DRE職員が給水・衛生分野に係る各種業者入札におけるDREの役割について、コミューンへの技術移転を目的として再学習を行う。

1-19 水・衛生セクターの関連諸機関と会合を中央レベルで開催し、プロジェクトの成果を共有する

1-8 DRE職員と専門家が、修理に関るアクターの整理とアクター間のネットワーク構築の支援をする。

1-10 DRE職員と専門家が、全維持管理アクター向けのマニュアルに含めるモニタリングフォームを作成す

1-15 DRE職員の主導で、「維持管理体制」の試行結果を含む水・衛生分野の情報をDRE、DREN、DRS間で共有することを目的とした定例会議を開催する

2-1 パイロット15コミューン職員が水政策・地方局の役割について研修を受ける

2-2 パイロット15コミューン職員が給水施設維持管理に関わるコミューンの役割について研修を受ける

2-3 パイロット15コミューン内において、給水担当者を設置する

1-9 DRE職員が給水施設管理者-コミューン-DRE-治水省（中央）間の定期報告・モニタリング体制を構築する

1-11 定期報告・サイトモニタリングを通し、DREが対象24サイトの施設状況（稼動・維持管理）についてデータ整理・ 管理確認を行う
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給水施設の運営・維持管理体制の組織案（2011年8月2日合意版）

中央組織 助言・ファシリテート

地方組織

（チュリアール）

（郡庁）
コミューン

（コミューン庁）

受益者
（コミュニティ）

コミュニティー
（村、フクタン）

治水省

修理技術
者

給水担当者

給水施設運営・維持管理組織
（水管理組織：CPE、組合、フクタン委員会など）

地域修理人
（郡レベル修理業者とハンド

ポンプ・エリア修理工）

海外

メーカー代理店 メーカー本社工場

DRE

行政組織 民間組織

NGO・民間金物屋
（部品の供給・販売）

ケアテーカー
（ﾊﾝﾄﾞﾎﾟﾝﾌﾟ村落修理工、ﾚﾍﾞ

ﾙII施設操作員）
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理
代
金
支
払

い
、

指
導
料
金
支
払
い

ス
ペ
ア
パ
ー

ツ
供
給

ス
ペ
ア
パ
ー

ツ
要
請
・
代
金
支
払

水供給

水料金支払

委員選出

定
期
モ
ニ
タ
リ
ン
グ

コ
ミ
ュ
ー

ン
に
よ
る
モ
ニ

タ
リ
ン
グ
の
情
報
提
供

NGOへの倉庫の提供、技術
指導、会計監督指導

スペアパーツ在庫管理、相談

スペアパーツの要請

スペアパーツの供給
ス
ペ
ア
パ
ー

ツ
の

要
請
・
代
金
支
払

ス
ペ
ア
パ
ー

ツ

の
供
給

修
理
機
材
・
必
要
資

金
要
請

修
理
機
材
・
人

材
・
必
要
資
金

供
給

施
設
修
理

（
民
間
に
困
難
な
特
殊
修
理

）

施
設
修
理
要
請

（
民
間
に

困
難
な
特
殊
修
理

）

ス
ペ
ア
パ
ー

ツ

要
請
・
代
金
支

払

ス
ペ
ア
パ
ー

ツ
供
給

技
術
指
導
・
認
証
・
登

録

施
設
運
転
・
小
規
模
修
理
の
技
術
指
導

技
術
的
相
談

1-4
1-6

1-4
1-6

1-6
1-21

1-21

1-21

1-21

1-21

1-21

1-1

1-9
1-10

1-9
1-10
2-7

1-5
1-22

1-5
1-16
1-23
2-5
2-8
2-12

1-10
2-6
2-12

1-21

1-21

3-1
3-2
3-81-10

2-5
2-12
3-9 1-10

2-5
2-12
3-8
3-9

1-4
1-6
1-7
1-8
3-5
3-6

1-6
1-7
1-8

1-21

1-21

1-
7
1-
8
3-

1-21

指
導
監
督

指
導
料
金
支
払
い

契約

給料／報酬

施設の操作、
診断、小規模

修理

1-23
3-8
3-9

施
設
修
理
要
請

（
民
間
に
困
難
な

特
殊
修
理

）1-22
2-5
2-12

3-3、3-8

3-1、3-2、3-3、3-7
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中央組織

地方組織

（チュリアール）

（郡庁）

（コミューン庁）

受益者
（コミュニティ）

DRE(MOD)

コミューン

NGO・民間金物屋
（部品の供給・販売）

コミュニティー（村、フクタン）
ケアテーカー、公共水栓人

など

監査員

民間給水施設運営・維持管理業
者

修理技
術者

ANDEA
メーカー代理店 メーカー本社工場治水省

給水施設の運営・維持管理体制図（民間委託）2011. 08 11

行政組織 民間組織

海外

報
告

指
導
監
督

給
水
状
況
報
告

能
力
強
化
・
指

導

水
供
給
・
施
設
管
理
・
拡
張

水
料
金
支
払
い

施
設
の
定
期
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
、

住
民
啓
発

NGOへの倉庫の提供、
技術指導、会計監督

スペアパーツ在庫管理、相談

スペアパーツの要請

スペアパーツの供給
ス
ペ
ア
パ
ー

ツ

の
供
給

修
理
機
材
・
人

材
・
必
要
資
金
要

請
修
理
機
材
・
人
材
・

必
要
資
金
供
給

特
殊
な
修
理

（
井
戸
改
修
等
困
難
な
修
理

）

ス
ペ
ア
パ
ー

ツ
要
請
・
代
金

支
払

ス
ペ
ア
パ
ー

ツ
供
給

給水施設運営・維持管理契約

ケ
ア
テ
ー

カ
ー

・
公
共
水
栓
人
の
雇

用
・
施
設
運
転
指
導

特
殊
な
修
理
の
修
理
要
請
・
代
金
支
払

い

施設の更新税、監査税の共同管理

給
水
施
設
の
運
営
・
維
持
管
理

の
民
間
委
託
に
つ
い
て
の
説
明

衛生税の納付
助言

ス
ペ
ア
パ
ー

ツ
の

要
請
・
代
金
支
払

い

会
計

監
査

定
期
報
告

助言、ファシリテート

定期報告

取
水
税
の
納
付

口座

監
査
支
払
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，. 

PROCE S-VERBAL DE DISCUSSIONS 

ENTRE 

L'EQUIPE DU PROJET JICA 

ET 

LEM 町 ISTERE DE L'EAU 

DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DE MADAGASCAR 

SUR 

LA LISTE DE SITES 

POUR LE PROJET D' AMELIORATION DE LA GESTION DES SYSTEMES 

D' APPROVISIONNEMENT EN EAU POTABLE ET DES COMPORTEMENTS EN 

MATIERE D'HYGIENE DANS LA REGION ATSIMO ・ANDREFANA ，
MADAGASCAR 

Le Ministerc dc I'Eau et 1もquipe du Projet a mene unc serie de discussions sur la liste definitive 

des sitcs objet de formations pour le renforcement de capacite dc la 町 uctu 問 de gestion dans le cadre 

du Projet et 1偲 deux parti 田 ont ∞nvenu d田 poi 回s mentionn 白血ns l' appendice du present 

proces ・ve 市al.

Pour le Ministere de l'Eau 

ROBINIRINA Aubert Re mi 

Directeur de l' As sainissement et de 

laG 白 tion des Res sourc 国 en Eau 

Directeur General p i 

Antananarivo ， le 23 scptcmbre 2010 

d 仏ふん、
Pour l'equipe du Projet RANOFIDIO 

Naoko SUEHIRO 

Cha 昭治 de gcstion maintenance 

Japan Techno Co. ，Ltd. 
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• 

Appendice 1 : Liste des sites objet de formations 

pour le renforcement de capacite de la structure de gestion 

Di 託rict Commune 

MOfombe Allkatsakatsa-Sud 

Be 釦油iana-Sud

An泊 nimieva

Toliara 11 Analamisampy 

Marofoty 

Ankilimalinikc 

Ank ili 伺 ka

An dranohinalv 

Saint Augustin 

Sakaraha Andranolava 

An血 m創出y-Vmeta

Am binany 

Bereketa 

Ankaz oabo Tan ，世加。

Ank位 oabo

FP 陥 i: Fomge 句凶pede 抑m開 amotricite humainc 

AEPP: Syst 伽 ed'a 制uctiond' 伺 upotable par pom 戸.ge

Site Type d'ouvragc 

At 恥 ako 油 6 AEPP 

Am biky AEPP 

Be 白n世iana AEPP 

Ampoza FPMH 

Mangotroka FPMH 

So 油飽O AEPP 

Namaboha AEPP 

Ana lamisampy FPMH 

Belitsaka AEPP 

Beroroha AEPP 

Bcnclsy AEPP 

Ankil imalinike AEPP 

Antseba FPMH 

Befolv AEPP 

Andranohinaly AEPP 

Manoroka FPMH 

An dranolava AEPP 

Besakoa AEPP 

Tranoka 匂F AEPP 

Andamasiny-vineta AEPP 

Manin 伽y FPMH 

Bereketa AEPP 

T組合細胞 AEPP 

Tanandava FPMH 

Sit 儲 annules et la raison d'ann 叫ation sont Ics suivants. 

Di 試rict Commune Site ouvrage Rai son d'annulation 

La reconstruction tot aI e du systeme et la mise 
Toliara 11 Manombo ManomboAtm AEPP en pla ∞de la s回 C旧民 de gestion seront 

fin 創lcees par iuNG 貨祖伺i田 SED iF.

Sakaraha S北u叫m S 北a叫la AEPP La recon 鋭ruction totale du systeme ct la misc 
en place de Ia s刷 cture de gestion 田 ront

Ankazoabo A肱 位 伺bo Ankazoabo AEPP fin 組成時 par la BAD I AEP 30 Grands Cent 胞 S

-PAE AR. 
一一一

Le s 3 sites de remplacement ; Belitsaka ， An damasiny Vmeta et Bereketa ont ete choisis suivant les crit ゐres

dc sel 回 tion; l'etat de I'ouvragc ct de fonctionnement et a l'issue de 1冶加de s町 terrain menee par l' equipc 

de Pr ojet en conc ぽ旬“on avec la D RElM in Eau Tulear. 
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Project Period: 2008/4-2010/3 (2 years)

プロジェクト要約 指標 入手手段 外部条件
上位目標：
アッチモ・アンドレファナ県において給水施設維持
管理能力と衛生行動が改善する。

プロジェクトのゴッドプラクティスが県内の関係諸
機関に認識され、プロジェクトサイト以外の地域で
も実践されている。

水委員会活動報告書、DIRE・DRS・
DRENによる本省への定期報告書

「マ」国政府の水・衛生政策が大幅
に変更されない。
中央地方の関係諸機関による水・衛
生分野への支援が継続する。

プロジェクト目標：
対象地域における給水施設維持管理能力と衛生行動
が改善する。

１．対象地域の水管理委員会の財政状況が改善す
る。
２．サイト地域における住民の衛生意識・行動が改
善される。

１．水管理委員会活動報告書

２．衛生ベースライン調査報告書、活
動報告書

「マ」国政府の水・衛生政策が大幅
に変更されない。
中央地方の関係諸機関による水・衛
生分野への支援が継続する。

成果：
１．対象地域の水管理委員会の給水施設の運営・維
持管理能力が向上する。

２．エネルギー省支局（DIRE）及び対象地域の水管
理委員会技術者の給水修理・更生能力が向上する。

３．行政機関（学校･保健センター等）の衛生啓発
行政が改善する。

４．対象地域内の保健センターと小学校の両機関が
所在するサイトにおいて、地域住民の衛生概念･行
動が改善する。

５．プロジェクトの成果・教訓が県内と国内で共有
される。

1-1. 水管理マニュアル（組織運営/日常点検整備）

が改編される。

1-2. 対象地域の水管理委員会が研修を修了する。

2-1. 修理マニュアルが改編される。

2-2. DIRE（3人）と対象地域の水管理委員会技術者

（20人）が修理技術研修を修了する。

2-3. 修理技術研修を受けたDIREと対象地域の水管理

委員家事技術者が少なくとも2給水施設で修理を実施

する。

2-4. DIRE井戸掘削技術者6人が井戸更生工事の実習

を終了する。

2-5. DIREが対象地域外の少なくとも10水管理委員会

技術者に技術指導を行う。

3-1. 教育省支局の研修プログラム（衛生教育関連）

が改善される。

3-2. 改善された研修プログラム（衛生啓発関連）を

使って少なくとも年1回初等教育対象の研修が実施さ

れる。

3-3. 保健省支局の研修プログラム（衛生啓発関連）

が改善される。

3-4. 改善された研修プログラム（衛生啓発関連）を

使って少なくとも年1回保健センター職員及びボラン

ティア保健普及員対象の研修が実施される。

4-1. サイト地域の少なくとも保健センター職員10

人、ボランティア保健普及員10人、公立小学校10項

が集中研修を修了する。

5-1. プロジェクトの成果・教訓取りまとめが関係諸

機関に配布される。

１．水管理委員会活動報告書、水管理
（組織運営/日常点検整備）マニュア
ル、プロジェクト報告書

２．水管理委員会活動報告書、修理マ
ニュアル、専門家報告書（技術研修・
修理）

３．研修プログラム、研修報告書

４．衛生ベースライン調査報告書、活
動報告書

５．プロジェクトの成果・教訓取りま
とめ

研修や活動の参加者がプロジェクト
期間中に大きく変動しない。

水管理委員会による新たな活動や既
存の規定の変更（料金改定等）が住
民に受け入れられる。

投入：

日本側：
１．専門家の派遣
　　・総括/村落給水１（10.3ＭＭ）
　　・副総括/機械整備/井戸掘削
　　　　　　　　　　　（8.7ＭＭ）
　　・衛生啓発（11.5ＭＭ）
　　・研修計画/村落給水2/業務調整
　　　　　　　　　　　（4.0ＭＭ）
２．機材
３．衛生施設建設
４．車両
５．現地活動費

マダガスカル側：
１．カウンターパート職員の配置
２．オフィス・スペース、事務所費用
３．マダガスカル側カウンターパート
に必要な費用

前提条件：
エネルギー省県支局（DIRE）のカウ
ンターパート職員が変更しない。

関係諸機関がプロジェクトを支援売
ることで合意する。

活動：

1-1. 対象地域の水管理委員会とパートナー水管理委員会の給水施設の運営・維持管理状況を確認する。

1-2. パートナー水管理委員会を再訓練（経理、料金設定、徴収、日常の施設維持管理）する。

1-3. 水管理委員会に係る既存のマニュアルを改編する。

1-4. 改編されたマニュアルを基に、パートナー水管理委員会と協力して対象地域の水管理委員会の研修を

実施する。

1-5. 1-4の研修を踏まえ、水管理委員会が管理活動（料金改定等）を実施する。

1-6. 水管理委員会が作成する活動報告書等を基にモニタリングを行う。

2-1. エネルギー省県支局（DIRE）と対象地域の水管理委員会技術者の能力を把握する。

2-2. 既存の修理マニュアルを改編する。

2-3. DIREと対象地域の水管理委員会技術者に対し、技術研修を実施する。

2-4. 2-3に基づき、DIREと対象地域の水管理委員会技術者が給水施設を修理する。

2-5. 管路系給水施設（レベル2）、手動式ポンプ付き深井戸（レベル1）のスペアパーツの種類別に流通経

路を確認し、必要なスペアパーツを購入する。

2-6. DIREの井戸掘削技術者に対し、井戸の更生工事の実習を行う。

2-7. DIREが対象地域外の水管理委員会技術者に技術指導を行う。

3-1. 対象地域における衛生設備（便所）整備、衛生行動の状況を把握する。

3-2. 教育省県支局（DREN）の衛生教育分野に関する教材を確認する。

3-3. 衛生教育現場における課題（教授法、給水の現状）を抽出する。

3-4. DREN (SEG)の研修プログラムを改善する。

3-5. 改善されたプログラムを使ってDREN (SEG)が研修を実施する。

3-6. 保健省県支局（DRS）の既存の衛生啓発活動及び使用教材を評価する。

3-7. 3-6を踏まえ、現場における衛生啓発活動の課題を抽出する。

3-8. DRSの研修プログラムを改善する。

3-9. 改善されたプログラムを使ってDRSが研修を実施する。

4-1. 対象地域内の保健センターと小学校の両機関が所在するサイトの保健センター職員・ボランティア保

健普及員及び小学校教員に集中研修を実施する。

4-2. 対象地域内の保健センターと小学校の両機関が所在するサイトに、衛生啓発・衛生教育用の衛生施設

（トイレ、簡易手洗い設備）を設置する（既存の施設があるところは除く）。

4-3. 対象地域内の保健センターと小学校の両機関が所在するサイトにおいて、4-1を踏まえた衛生啓発活

動及び衛生教育を実施する。

4-4. 活動の結果を3-4、3-8の研修プログラムに反映させる。

5-1. 県内の関係諸機関を集めてセミナーを開催し、プロジェクトの進捗と成果を発表する。

5-2. 県開発審議会においてプロジェクトの進捗と成果を発表する。

Project Title: アッチモ・アンドレファナ県における給水施設維持管理能力と衛生行動改善
Target Area: アッチモ・アンドレファナ県の給水施設設置の4郡13コミューン20フクタン
Target Group: G1＜給水施設整備関連＞エネルギー省アッチモ・アンドレファナ県支局（DIRE）、水管理委員会
              G2＜衛生・衛生教育関係＞教育省アッチモ・アンドレファナ県支局（DIRE）、学区事務所（CISCO）、地区教育事務所（ZAP）、公立小学校、
              保健省アッチモ・アンドレファナ県支局（DRS）、保健省郡支部（SSD）、保健センター（CSB）、ボランティア保健普及員
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Project Period: ver.2-2 作成日：2010年4月22日
プロジェクト要約 指標 入手手段 外部条件

上位目標：
アッチモ・アンドレファナ県で給水施設維持管理体制と衛生啓発普及
体制が確立・稼働する。

1. コミューンからの報告書

2. インベントリデータ

・「マ」国政府の水・
衛生政策が大幅に変更
されない。

プロジェクト目標：
アッチモ・アンドレファナ県の対象4郡において、給水施設維持管理

体制の確立と衛生啓発普及体制の活性化がなされる

1．水管理委員会活動報告書

2．モニタリング調査

3．ベースライン調査報告書、

   活動報告書、インパクト調査報
告書

・「マ」国政府の水・
衛生政策が大幅に変更
されない。
・中央地方の関係諸機
関によるプロジェクト
への支援が継続する。

成果 ／Resultat 指標／Indicateur

コミューン研修報告書、研修後アンケート

修理技術実地試験結果

会議議事録、年次活動報告書

サイト研修報告書、研修後アンケート

コミューン用モニタリング報告書

給水施設点検記録、プロジェクトチーム
によるモニタリング報告書

銀行口座預金、組織内金庫預金、会計
帳簿

給水施設維持管理記録

承認ワークショップ議事録

DRENおよびDRSの定期報告書

小学校の月例活動計画書、
ZAPによるモニタリングシート

CSB作成の啓発活動月例報告書
保健センター職員によるモニタリングシー
ト

1. アッチモ・アンドレファナ県内の施設稼働数がXX％からYY％に増加する

2. アッチモ・アンドレファナ県において、コミューンからDREへの報告レポート数がXXになる。

1. （DREの主導により）対象4郡においてパイロットコミューン以外のXXコミューンに対して給水施設維持管理支援
を行う。
2.　対象4郡において、コミューンからDREへの報告レポート提出の割合が0％からXX％になる。

3.　対象4郡において、施設稼働数がXX％からYY％に増加する。

4. DREN,DRSの主導により、対象４郡のｘｘ学校・保健センターに対して衛生啓発普及・衛生教育にかかる研修が行
われる。
5. DRS-SSD-CSBの間で四半期に1回モニタリング結果の報告が行われている。

6. DREN-CISCO-ZAP-EPPの間で半年ごとにモニタリング結果の報告が行われている。

1-1. 2年次末までに地方局職員がコミューン・村落へのファシリテーション能力の実地試験で合格基準を達成する。

1-2. 2年次末までに、地方局（DRE)の技術職員が、修理技術実地試験に合格する。

1-3. プロジェクト終了時までに、DREの主導により給水・衛生分野の関係諸機関の定期会合が半年に1回行われる。

4-5.  20箇所以上のCSBで、トレーニングを受けた保健センター職員が保健ボランティア普及員の活動をモニタリングし、フォローアップを行う。

4．DREN、DRSおよび対象４郡内の行政機関（CISCO、ZAP、公立小学校、SSD、保健
センター）による衛生啓発・衛生教育活動が改善される

4-2. 2年次末までに改善された衛生教育・衛生啓発活動研修プログラムを用いて教育省県支局（DREN)と保健省県支局（DRS)が研修計画を策
定する。

4-3.　20箇所以上の小学校で、 トレーニングを受けた教員、校長、父兄が衛生教育活動を計画し、定期的に実施している。

4-4.  4-3の活動を管轄ZAPがモニタリングし、フォローアップを行う。

2．対象コミューン内の給水施設所持者としてコミューンの施設管理・管理委託組織へ
の監督能力を強化する手法が確立する。

Project Title: アッチモ・アンドレファナ県における給水施設維持管理能力と衛生行動改善プロジェクト　　Target Area: アッチモ・アンドレファナ県4郡において給水施設が設置されている24サイト

Target Group: G1＜給水施設整備関連＞治水省アッチモ・アンドレファナ県支局（DRE）、コミューン（給水施設管理監督機関）、給水施設管理組織（水管理委員会（CPE)、民間委託、コミューン）

              G2＜衛生啓発・衛生教育関係＞教育省アッチモ・アンドレファナ県支局（DREN）、学区事務所（CISCO）、地区教育事務所（ZAP）、公立小学校（EPP)、
              保健省アッチモ・アンドレファナ県支局（DRS）、保健省郡支部（SSD）、保健センター（CSB）、ボランティア保健普及員

・「マ」国政府の水・衛生政策
が大幅に変更されない。

1.アッチモ・アンドレファナ県における給水施設維持管理に対する 技術支援者として、

DRE職員のコミューン、村落レベルへの維持管理指導及び関係諸機関との調整能力
を強化する手法が確立する。

2-1. プロジェクト終了時までに対象16 コミューンが、対象24サイト以外の少なくとも3フクタン/村落に対してコミューンの役割を説明する。

2-2. 対象16コミューンが、マニュアルを用いて、地域内の施設状況（稼動・維持管理）について地方局へ四半期に1回報告を行う。

3-1. 2年次末までに対象24サイトにおいて施設の操作・日常点検がマニュアルに沿って行われている。

4-1. プロジェクト終了時までに改善された研修プログラム（衛生教育・衛生啓発活動）が関係機関に承認される。

3. 村落・フクタンレベルにおける給水施設の日常管理者として給水施設維持管理組織
の施設維持管理能力を強化する手法が確立する。

3-2. 2年次末までに対象24サイトの維持管理組織内で出納帳が記録される。

3-3. 2年次末までに対象24サイトの維持管理組織がコミューンに対して1ヶ月に1回報告をする。
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活動： 投入： 外部条件:

【日本側】 【マ国側】

前提条件:

4-10 4-2および研修結果を踏まえ、各種教材を改善する

4-11 対象サイト内の保健センターと小学校において、保健センター職員・ボランティア保健普及員及び小学校教員に集中研修を実施する

4-12 対象サイト内小学校に、衛生啓発・衛生教育用の施設（トイレ、簡易手洗い設備）を設置する（原則として既存の施設があるところは除く）

4-13 対象コミューン内の保健センターと小学校において実施される、4-1を踏まえた衛生啓発活動及び衛生教育をモニタリングする

4-14 DREN、DRSが3年次の年間研修計画およびモニタリング計画を策定する。

4-4 DRENによる衛生教育に関する研修プログラムを改善する

4-5 改善されたプログラムを使ってDREN が研修を実施する

4-6 現場における衛生啓発活動の課題を把握する

4-7 DRSの衛生啓発活動に関する研修プログラムを改善する

4-8 改善されたプログラムを使ってDRSが研修を実施する

4-9 活動の結果を4-4、4-7の研修プログラムに反映させる

3-9　対象24サイトに対し、地方局職員およびコミューン職員が給水施設維持管理組織研修後のモニタリング・フォローアップを行う

3-10  施設維持管理組織がモニタリング・マニュアルに沿ってコミューンへ定期報告を行う

【成果4】DREN、DRSおよび対象４郡内の行政機関（CISCO、ZAP、公立小学校、SSD、保健センター）による衛生啓発・衛生教育活動が改善される

4-1 対象地域における衛生設備（便所）整備、衛生行動の状況を把握する

4-2 既存の衛生教育・衛生啓発分野に関する教材を確認する

4-3 衛生教育現場における課題（教授法、給水の現状）を把握する

3-3  対象24サイトのフクタン長が給水施設維持管理者、水施設利用者の役割を住民総会において啓発し、給水維持管理組織を明確にする

3-4 対象レベルIサイトにおいて、施設管理組織の修理人を選定する

3-5 対象のレベルIサイトにおいて、選定された修理人が修理研修を受ける

3-6 レベルIIサイトにおいて、給水施設維持管理組織のオペレーターが施設のメンテナンスについて研修を受ける。

3-7 水管理委員会マニュアルを作成する

3-8 対象24サイトの給水施設維持管理組織に対し、維持管理能力研修（①役割分担②内部規定③水料金設定④出納帳管理⑤モニタリング体制）を行う

2-8 民間委託実施パイロットコミューンが、民間委託管理の手続きについて研修を受ける。

2-9 パイロット16コミューンに対し、給水施設維持管理に水税の徴収と支出の管理を指導する。

2-10　対象4郡内のパイロット以外のコミューンが水政策・地方局とコミューンの役割について研修を受ける

【成果3】村落・フクタンレベルにおける給水施設の日常管理者として給水施設維持管理者の施設維持管理能力を強化する手法が確立する

3-1 対象24サイトのフクタン長・村長が水政策・地方局・コミューンの役割について研修を受ける

3-2 対象24サイトのフクタン長・村長が給水施設維持管理組織・給水施設利用者の役割について研修を受ける

2-3 パイロット16コミューン内において、給水施設担当者もしくは担当委員会を設置する

2-4 パイロット16コミューンがコミューン内施設の維持管理委託組織を明確にし、各委託者と契約を交わす

2-5 パイロット16コミューン職員が対象24サイトにおいて、給水施設維持管理組織の研修後モニタリング・フォローアップを行う

2-5 パイロット16コミューンがモニタリング・マニュアルに沿って、DREへの定期報告を行う

2-6 コミューンとDREの協働により、4郡のコミューン内の施設データを整理する

2-7 パイロット16コミューンが村落レベルで対応できない施設の改修・更新に係るコミューンの役割・手続きについて研修を受ける。

1-14　地方局職員が給水施設維持管理に係る各種業者入札におけるDREの役割について、再学習を行う。

1-15 水・衛生セクターの関連諸機関と会合を中央レベルで開催し、プロジェクトの成果を共有する

1-16 地方局職員が対象24サイトにおいて、給水施設維持管理組織の研修後モニタリング・フォローアップを行う

【成果2】対象コミューン内の給水施設所持者としてコミューンの施設管理・管理委託者への監督能力を強化する手法が確立する

2-1 パイロット16コミューン職員が水政策・地方局の役割について研修を受ける

2-2 パイロット16コミューン職員が給水施設維持管理に関わるコミューンの役割について研修を受ける

1-8 地方局職員が定期報告体制・内容を含むモニタリング・マニュアルを作成する

1-9 定期報告・サイトモニタリングを通し、地方局（DRE)が対象24サイトの施設状況（稼動・維持管理）についてデータ整理・管理を行う

1-10  水・衛生分野の情報を共有することを目的としたDRE、DREN、DRSの定例会議を企画する

1-11  水・衛生分野の情報を共有することを目的としたDRE、DREN、DRSの定例会議を開催する

1-12  地方局職員が 対象4郡内のパイロット外コミューンにおいて水政策・地方局とコミューンの役割について研修を企画・実施する

1-13 県レベルでセミナーを開催し、対象外5郡に対して、4郡での維持管理事例を紹介する。

1-6 地方局職員が、レベルI・IIの改修・操作・点検に係る実地指導を行う

1-7 地方局職員が給水施設管理者→コミューン→地方局という流れの定期報告体制を構築する

1-4 地方局職員向けの修理マニュアルを作成する

1-2 地方局職員が給水施設維持管理に関わるコミューンの役割について再学習を行う

1-3 地方局職員がパイロットコミューンへ、水政策・地方局とコミューンの役割について研修を行う

1-5 地方局職員に対し、レベルI・IIの改修・操作・点検研修を行う。

・関係諸機関がプロジェクトを支
援することで合意する。

・地方局（DRE)のカウンターパー

ト職員が変更しない。
１．カウンターパート
・地方局（DRE）局長（１）

・地方局（DRE）オペレーション課課長（１）

・地方局（DRE）技術職員（4）

・保健省地方局（DRS)職員
・教育省地方局（DREN)職員

２．施設：
・プロジェクト事務所
・研修施設
・調達機材倉庫

３．プロジェクト運営費：
・カウンターパート日当・宿泊費

１．専門家派遣
-総括

　・全活動管理、他ドナー・CPへの提言、技術研修・維

持管理研修総括
-コーチング担当

  ・地方局職員へのOJT担当

-技術研修担当：

　・施設改修、井戸改修、改修研修計画立案
-維持管理研修担当：

  ・維持管理研修計画立案

　・研修コーディネート
　・現地再委託監理
-衛生啓発担当

  ・衛生啓発研修計画立案

  ・研修コーディネート

　・トイレ建設現地再委託監理
-業務調整

　・全体調整
　・予算管理

２．現地費用
-ベースライン調査/インパクト調査

-現地雇用講師

　・コミューン研修講師
　・水管理委員会研修講師

３．機材調達
　・事務機器
　・井戸改修用機材

【成果1】アッチモ・アンドレファナ県における給水施設維持管理に対する技術支援者として、DRE職員のコミューン、村落レベルへの維持管理指導及び関係諸機関との調整能力を強化する手法が確立
する

1-1 地方局職員が水政策・地方局の役割について再学習を行う
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Target Area:  アッチモ・アンドレファナ県の給水施設設置の 4 郡 13 コミューン 20 フクタン アッチモ・アンドレファナ県 4 郡において給水施設が設置されている 24 サイト 
Target Group:   G1＜給水施設整備関連＞エネルギー省アッチモ・アンドレファナ県支局（DIRE）、水管理委員

会 
              G2＜衛生・衛生教育関係＞教育省アッチモ・アンドレファナ県支局（DIRE）、学区事
務所（CISCO）、地区教育事務所（ZAP）、公立小学校、 
              保健省アッチモ・アンドレファナ県支局（DRS）、保健省郡支部（SSD）、保健センタ
ー（CSB）、ボランティア保健普及員 

G1＜給水施設整備関連＞治水省アッチモ・アンドレファナ県支局（DRE）、コミューン
（給水施設管理監督機関）、給水施設管理組織（水管理委員会（CPE)、民間委託、コミ
ューン） 
              G2＜衛生啓発・衛生教育関係＞教育省アッチモ・アンドレファナ県支局
（DREN）、学区事務所（CISCO）、地区教育事務所（ZAP）、公立小学校（EPP)、 
              保健省アッチモ・アンドレファナ県支局（DRS）、保健省郡支部（SSD）、保健セ
ンター（CSB）、ボランティア保健普及員

Project Period:  2008/4‐2010/3   2008/4‐2012/3 

 
 

プロジェクト要約  指標  入手手段  外部条件 

Ver.1  Ver.2  Ver.1  Ver.2  Ver.1  Ver.2  Ver.1  Ver.2 

上位目標： 

アッチモ・アンドレファナ県

において給水施設維持管理能

力と衛生行動が改善する。 

上位目標： 

アッチモ・アンドレファナ県で

給水施設維持管理体制と衛生啓

発普及体制が確立・稼働する。

プロジェクトのゴッドプラ

クティスが県内の関係諸機

関に認識され、プロジェク

トサイト以外の地域でも実

践されている。 

1. アッチモ・アンドレファナ県内の

施設稼働数が XX％から YY％に増加

する 

2. アッチモ・アンドレファナ県にお

いて、コミューンから DRE への報告

レポート数が XX になる。 

水委員会活動報

告 書 、 DIRE ・

DRS・DREN によ

る本省への定期

報告書 

1. コミューンか

らの報告書 

 

2. インベントリ

データ 

「マ」国政府の
水・衛生政策が
大幅に変更され
ない。 
中央地方の関係
諸機関による
水・衛生分野へ
の支援が継続す
る。 

・「マ」国政府

の水・衛生政策

が大幅に変更さ

れない。 

プロジェクト目標： 

対象地域における給水施設維

持管理能力と衛生行動が改善

する。 

プロジェクト目標： 

アッチモ・アンドレファナ県の

対象 4 郡において、給水施設維

持管理体制の確立と衛生啓発普

及体制の活性化がなされる 

１．対象地域の水管理委員

会の財政状況が改善する。 

２．サイト地域における住

民の衛生意識・行動が改善

される。 

1. （DRE の主導により）対象 4 郡に
おいてパイロットコミューン以外の
XX コミューンに対して給水施設維持
管理支援を行う。 

2. 対象 4 郡において、コミューン
から DRE への報告レポート提出の割
合が 0％から XX％になる。 

3. 対象 4 郡において、施設稼働数
が XX％から YY％に増加する。 

4. DREN,DRS の主導により、対象４
郡のｘｘ学校・保健センターに対し
て衛生啓発普及・衛生教育にかかる
研修が行われる。 

5. DRS‐SSD‐CSB の間で四半期に 1 回
モニタリング結果の報告が行われて
いる。 

6. DREN‐CISCO‐ZAP‐EPP の間で半年ご
とにモニタリング結果の報告が行わ
れている。 

１．水管理委員

会活動報告書 
 

２．衛生ベース

ライン調査報告

書、活動報告書

1．水管理委員会

活動報告書 

2．モニタリング

調査 

3．ベースライン

調査報告書、 活

動報告書、イン

パクト調査報告

書 

「マ」国政府の

水・衛生政策が

大幅に変更され

ない。 

中央地方の関係

諸機関による

水・衛生分野へ

の支援が継続す

る。 

・「マ」国政府

の水・衛生政策

が大幅に変更さ

れない。 

・中央地方の関

係諸機関による

プロジェクトへ

の支援が継続す

る。 
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活動：  指標  入手手段  外部条件 

Ver.1  Ver.2  Ver.1  Ver.2  Ver.1  Ver.2  Ver.1  Ver.2 

１．対象地域の水管理委員

会の給水施設の運営・維持

管理能力が向上する。 

1.アッチモ・アンドレファナ

県における給水施設維持管理

に対する技術支援者として、

DRE 職員のコミューン、村落

レベルへの維持管理指導及び

関係諸機関との調整能力を強

化する手法が確立する。 

1-1. 水管理マニュアル（組織

運営/日常点検整備）が改編さ

れる。 
1-2. 対象地域の水管理委員会

が研修を修了する。 

1‐1. 2 年次末までに地方局職員（3

人）がコミューン・村落へのファシ

リテーション能力の実地試験で合格

基準を達成する。 
１．水管理委員

会活動報告書、

水管理（組織運

営 /日常点検整

備 ） マ ニ ュ ア

ル、プロジェク

ト報告書 

･コミューン研修

報告書、研修後

アンケート 

･修理技術実地試

験結果 

･会議議事録、年

次活動報告書 

研修や活動の参

加者がプロジェ

クト期間中に大

きく変動しな

い。 
 

 

 

水管理委員会に

よる新たな活動

や既存の規定の

変更（料金改定

等）が住民に受

け入れられる。 

La politique 
d’approvisionne
ment en eau et 
d’assainissement 
du 
gouvernement 
malgache ne sera 
pas largement 
modifiée. 

1‐2. 2 年次末までに、地方局（DRE)の

技術職員（8 人）が、修理技術実地

試験に合格する。 

 

1‐3. プロジェクト終了時までに、DRE

の主導により給水・衛生分野の関係

諸機関の定期会合が半年に 1 回行わ

れる。 

２ ． エ ネ ル ギ ー 省 支 局

（DIRE）及び対象地域の水

管理委員会技術者の給水修

理・更生能力が向上する。 

2．対象コミューン内の給水

施設所持者としてコミューン

の施設管理・管理委託組織へ

の監督能力を強化する手法が

確立する。 

2‐1. 修理マニュアルが改編さ

れる。 

2‐2. DIRE（3 人）と対象地域

の水管理委員会技術者（20

人）が修理技術研修を修了

する。 

2‐3. 修理技術研修を受けた

DIRE と対象地域の水管理委

員家事技術者が少なくとも 2

給水施設で修理を実施す

る。 

2‐4. DIRE 井戸掘削技術者 6

人が井戸更生工事の実習を

終了する。 

2‐5. DIRE が対象地域外の少

なくとも 10 水管理委員会技

術者に技術指導を行う。

2‐1. プロジェクト終了時までに対象

16 コミューンが、対象 24 サイト以

外の少なくとも 3 フクタン/村落に対

してコミューンの役割を説明する。 

２．水管理委員

会活動報告書、

修 理 マ ニ ュ ア

ル、専門家報告

書（技術研修・

修理） 

・サイト研修報

告書、研修後ア

ンケート 

・コミューン用

モニタリング報

告書 

2‐2. 対象 16 コミューンが、マニュ

アルを用いて、地域内の施設状況

（稼動・維持管理）について地方局

へ四半期に 1 回報告を行う。 

３．行政機関（学校･保健セ

ンター等）の衛生啓発行政

が改善する 

3. 村落・フクタンレベルにお

ける給水施設の日常管理者と

して給水施設維持管理組織の

施設維持管理能力を強化する

手法が確立する。 

3‐1. 教育省支局の研修プログ

ラム（衛生教育関連）が改

善される。 

3‐2. 改善された研修プログラ

ム（衛生啓発関連）を使っ

て少なくとも年 1 回初等教

育対象の研修が実施され

る。 

3‐3. 保健省支局の研修プログ

ラム（衛生啓発関連）が改

善される。 

3‐4. 改善された研修プログラ

ム（衛生啓発関連）を使っ

3‐1. 2 年次末までに対象 24 サイトに

おいて施設の操作・日常点検がマニ

ュアルに沿って行われている。 

３．研修プログ

ラム、研修報告

書 

・給水施設点検

記録、プロジェ

クトチームによ

るモニタリング

報告書 
・銀行口座預

金、組織内金庫

預金、会計帳簿

・給水施設維持

管理記録 

3‐2. 2 年次末までに対象 24 サイトの

維持管理組織内で出納帳が記録され

る。 

3‐3. 2 年次末までに対象 24 サイトの

維持管理組織がコミューンに対して

1 ヶ月に 1 回報告をする。 
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て少なくとも年 1 回保健セ

ンター職員及びボランティ

ア保健普及員対象の研修が

実施される。 

４．対象地域内の保健セン

ターと小学校の両機関が所

在するサイトにおいて、地

域住民の衛生概念･行動が改

善する 

4．DREN、DRS および対象４

郡内の行政機関（CISCO、

ZAP、公立小学校、SSD、保

健センター）による衛生啓

発・衛生教育活動が改善され

る 

4‐1. サイト地域の少なくとも

保健センター職員 10 人、ボ

ランティア保健普及員 10

人、公立小学校 10 項が集中

研修を修了する。 

4‐1. プロジェクト終了時までに改善

された研修プログラム（衛生教育・

衛生啓発活動）が関係機関に承認さ

れる。 

４．衛生ベース

ライン調査報告

書、活動報告書

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

５．プロジェク

トの成果・教訓

取りまとめ 

・承認ワークシ

ョップ議事録 

DREN および DRS

の定期報告書 

・"小学校の月例

活動計画書、 

・ZAP によるモ

ニタリングシー

ト" 

・"CSB 作成の啓

発活動月例報告

書 

・保健センター

職員によるモニ

タリングシート"

4‐2. 2 年次末までに改善された衛生

教育・衛生啓発活動研修プログラム

を用いて教育省県支局（DREN)と保

健省県支局（DRS)が研修計画を策定

する。 

4‐3. 20 箇所以上の小学校で、 トレ

ーニングを受けた教員、校長、父兄

が衛生教育活動を計画し、定期的に

実施している。 

4‐4.  4‐3 の活動を管轄 ZAP がモニタ

リングし、フォローアップを行う。

4‐5.  20 箇所以上の CSB で、トレー

ニングを受けた保健センター職員が

保健ボランティア普及員の活動をモ

ニタリングし、フォローアップを行

う。 

５．プロジェクトの成果・

教訓が県内と国内で共有さ

れる 

‐ 

5‐1. プロジェクトの成果・教

訓取りまとめが関係諸機関に

配布される。 

‐    

成果：  投入：  投入：  外部条件 

Ver.1  Ver.2  Ver.1  Ver.2  Ver.1  Ver.2  Ver.1  Ver.2 

2‐1. エネルギー省県支局（DIRE）と

対象地域の水管理委員会技術者の

能力を把握する。. 

1-1 地方局職員が水政策・地方局の

役割について再学習を行う 

【日本側】 

１．専門家の派遣 

  ・総括 /村落給水１

（10.3ＭＭ） 

  ・副総括/機械整備/井

戸掘削 

           

（8.7ＭＭ） 

  ・衛生啓発（ 11.5Ｍ

【日本側】 

１．専門家派遣 

‐総括 

 ・全活動管理、他ドナー・CP への

提言、技術研修・維持管理研修総括 

‐コーチング担当 

  ・地方局職員への OJT 担当 

‐技術研修担当： 

 ・施設改修、井戸改修、改修研修計

【 マ 国 側 】 ･

１．カウンター

パート職員の配

置 

２．オフィス・

スペース、事務

所費用 

３．マダガスカ

ル側カウンター

【マ国側】 

１．カウンター

パート 

・ 地 方 局

（ DRE ） 局 長

（１） 

・ 地 方 局

（ DRE）オペレ

ーション課課長

エネルギー省県

支局（DIRE）の

カウンターパー

ト職員が変更し

ない。  

・地方局（DRE)

のカウンターパ

ート職員が変更

しない。 
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Ｍ） 

  ・研修計画/村落給水

2/業務調整 

           

（4.0ＭＭ） 

２．機材 

３．衛生施設建設 

４．車両 

５．現地活動費 
 
 

画立案 

‐維持管理研修担当： 

  ・維持管理研修計画立案 

 ・研修コーディネート 

 ・現地再委託監理 

‐衛生啓発担当 

  ・衛生啓発研修計画立案  

  ・研修コーディネート 

 ・トイレ建設現地再委託監理 

‐業務調整 

 ・全体調整 

 ・予算管理 
 

２．現地費用 

‐ベースライン調査/インパクト調査 

‐現地雇用講師 

 ・コミューン研修講師 

 ・水管理委員会研修講師 
 

３．機材調達 

 ・事務機器 

 ・井戸改修用機材 
 

パートに必要な

費用  
 

（１） 

・ 地 方 局

（ DRE）技術職

員（4） 

・保健省地方局

（DRS)職員 

・教育省地方局

（DREN)職員 
 

２．施設： 

・プロジェクト

事務所 

・研修施設 

・調達機材倉庫 
 

３．プロジェク

ト運営費： 

・カウンターパ

ート日当・宿泊

費 

2‐2. 既存の修理マニュアルを改編

する。 

1-2 地方局職員が給水施設維持管理

に関わるコミューンの役割について

再学習を行う 

  

2‐3. DIRE と対象地域の水管理委員

会技術者に対し、技術研修を実施

する。 

1-3 地方局職員がパイロットコミュ

ーンへ、水政策・地方局とコミュー

ンの役割について研修を行う 

2‐4. 2‐3 に基づき、DIRE と対象地域

の水管理委員会技術者が給水施設

を修理する。 

1-4 地方局職員向けの修理マニュア

ルを作成する 

2‐5. 管路系給水施設（レベル 2）、

手動式ポンプ付き深井戸（レベル

1）のスペアパーツの種類別に流通

経路を確認し、必要なスペアパー

ツを購入する。 

1-5 地方局職員に対し、レベル I・II
の改修・操作・点検研修を行う。 

2‐6. DIRE の井戸掘削技術者に対

し、井戸の更生工事の実習を行

う。 

1-6 地方局職員が、レベル I・II の改

修・操作・点検に係る実地指導を行

う 

2-7. DIRE が対象地域外の水管理委

員会技術者に技術指導を行う。 
1-7 地方局職員が給水施設管理者→

コミューン→地方局という流れの定

期報告体制を構築する 

 
1-8 地方局職員が定期報告体制・内

容を含むモニタリング・マニュアル

を作成する 

 
1-9 定期報告・サイトモニタリング

を通し、地方局（DRE)が対象 24 サ

イトの施設状況（稼動・維持管理）

についてデータ整理・管理を行う 

 
1-10  水・衛生分野の情報を共有す

ることを目的とした DRE、DREN、

DRS の定例会議を企画する 

 
1-11  水・衛生分野の情報を共有す

ることを目的とした DRE、DREN、

DRS の定例会議を開催する 
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1-12  地方局職員が 対象 4 郡内のパ

イロット外コミューンにおいて水政

策・地方局とコミューンの役割につ

いて研修を企画・実施する 

 
1-13 県レベルでセミナーを開催し、

対象外 5 郡に対して、4 郡での維持

管理事例を紹介する。 

   前提条件： 

 
2-1 パイロット 16 コミューン職員が

水政策・地方局の役割について研修

を受ける 
Ver.1  Ver.2 

 
2-2 パイロット 16 コミューン職員が

給水施設維持管理に関わるコミュー

ンの役割について研修を受ける 

関係諸機関がプ

ロジェクトを支

援することで合

意する。 

・関係諸機関が

プロジェクトを

支援することで

合意する。 

 
2-3 パイロット 16 コミューン内にお

いて、給水施設担当者もしくは担当

委員会を設置する 

 
2-4 パイロット 16 コミューンがコミ

ューン内施設の維持管理委託組織を

明確にし、各委託者と契約を交わす

 

2-5 パイロット 16 コミューン職員が

対象 24 サイトにおいて、給水施設

維持管理組織の研修後モニタリン

グ・フォローアップを行う 

 
2-6 パイロット 16 コミューンがモニ

タリング・マニュアルに沿って、

DRE への定期報告を行う 
   
1‐1. 対象地域の水管理委員会とパ

ートナー水管理委員会の給水施設

の運営・維持管理状況を確認す

る。 

3-1 対象 24 サイトのフクタン長・村

長が水政策・地方局・コミューンの

役割について研修を受ける 

1‐2. パートナー水管理委員会を再

訓練（経理、料金設定、徴収、日

常の施設維持管理）する。 

3-2 対象 24 サイトのフクタン長・村

長が給水施設維持管理組織・給水施

設利用者の役割について研修を受け

る 

1‐3. 水管理委員会に係る既存のマ

ニュアルを改編する。 

3-3  対象 24 サイトのフクタン長が給

水施設維持管理者、水施設利用者の

役割を住民総会において啓発し、給

水維持管理組織を明確にする 
1‐4. 改編されたマニュアルを基

に、パートナー水管理委員会と協

力して対象地域の水管理委員会の

研修を実施する。 

3-4 対象レベル I サイトにおいて、

施設管理組織の修理人を選定する 
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1‐5. 1‐4 の研修を踏まえ、水管理委

員会が管理活動（料金改定等）を

実施する。 

3-5 対象のレベル I サイトにおい

て、選定された修理人が修理研修を

受ける 

1‐6. 水管理委員会が作成する活動

報告書等を基にモニタリングを行

う。 

3-6 レベル II サイトにおいて、給水

施設維持管理組織のオペレーターが

施設のメンテナンスについて研修を

受ける。 

 3-7 水管理委員会マニュアルを作成

する 

 

3-8 対象 24 サイトの給水施設維持管

理組織に対し、維持管理能力研修

（①役割分担②内部規定③水料金設

定④出納帳管理⑤モニタリング体

制）を行う 

 

3-9 対象 24 サイトに対し、地方局

職員およびコミューン職員が給水施

設維持管理組織研修後のモニタリン

グ・フォローアップを行う 

 

3-10  施設維持管理組織がモニタリ

ング・マニュアルに沿ってコミュー

ンへ定期報告を行う 

3‐1. 対象地域における衛生設備

（便所）整備、衛生行動の状況を

把握する。 

4-1 対象地域における衛生設備（便

所）整備、衛生行動の状況を把握す

る 

3‐2. 教育省県支局（DREN）の衛生

教育分野に関する教材を確認す

る。 

4-2 既存の衛生教育・衛生啓発分野

に関する教材を確認する 

3‐3. 衛生教育現場における課題

（教授法、給水の現状）を抽出す

る。 

4-3 衛生教育現場における課題（教

授法、給水の現状）を把握する 

3‐4. DREN (SEG)の研修プログラムを

改善する。 

4-4 DREN による衛生教育に関する

研修プログラムを改善する 

3‐5. 改善されたプログラムを使っ

て DREN (SEG)が研修を実施する。. 

4-5 改善されたプログラムを使って

DREN が研修を実施する 
3‐6. 保健省県支局（DRS）の既存の

衛生啓発活動及び使用教材を評価

する。 

4-6 現場における衛生啓発活動の課

題を把握する 

3‐7. 3‐6 を踏まえ、現場における衛

生啓発活動の課題を抽出する。 

4-7 DRS の衛生啓発活動に関する研

修プログラムを改善する 

3‐8. DRS の研修プログラムを改善す

る。 

4-8 改善されたプログラムを使って

DRS が研修を実施する 
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3‐9. 改善されたプログラムを使っ

て DRS が研修を実施する。 

4-9 活動の結果を 4-4、4-7 の研修プ

ログラムに反映させる 
4‐1. 対象地域内の保健センターと

小学校の両機関が所在するサイト

の保健センター職員・ボランティ

ア保健普及員及び小学校教員に集

中研修を実施する。 

4-10 4-2 および研修結果を踏まえ、

各種教材を改善する 

4‐2. 対象地域内の保健センターと

小学校の両機関が所在するサイト

に、衛生啓発・衛生教育用の衛生

施設（トイレ、簡易手洗い設備）

を設置する（既存の施設があると

ころは除く）。 

4-11 対象サイト内の保健センターと

小学校において、保健センター職

員・ボランティア保健普及員及び小

学校教員に集中研修を実施する 

4‐3. 対象地域内の保健センターと

小学校の両機関が所在するサイト

において、4‐1 を踏まえた衛生啓発

活動及び衛生教育を実施する。 

4-12 対象サイト内小学校に、衛生啓

発・衛生教育用の施設（トイレ、簡

易手洗い設備）を設置する（原則と

して既存の施設があるところは除

く） 

4‐4. 活動の結果を 3‐4、3‐8 の研修

プログラムに反映させる。 

4-13 対象コミューン内の保健センタ

ーと小学校において実施される、4-
1 を踏まえた衛生啓発活動及び衛生

教育をモニタリングする 

5‐1. 県内の関係諸機関を集めてセ

ミナーを開催し、プロジェクトの

進捗と成果を発表する。 

 

5‐2. 県開発審議会においてプロジ

ェクトの進捗と成果を発表する。 
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PDM活動変更説明資料

1-1 1-1 1-1 DRE職員が水政策・DREの役割について再学習を行う

1-2 1-2 1-2 DRE職員が給水施設維持管理に関わるコミューンの役割について再学習を行う

1-3 1-3 1-3 DRE職員がパイロットコミューンへ、水政策・DREとコミューンの役割について研修を

行う

1-4 1-4 1-4 地域修理人向けの修理マニュアルをDRE職員と専門家が共同で作成する

1-5 1-5 1-5  DRE職員に対し、レベルI・IIの改修・操作・点検研修を行う。

1-6 1-6 DRE職員と専門家が、地域修理人に対し、レベルI・IIの改修・操作・点検に係る実地

指導を行う

1-7 1-7 DRE職員と専門家が地域修理人と協議し修理サービス料金設定の為の計算式を設

定する。

1-8 1-8 DRE職員と専門家が、修理に関るアクターの整理とアクター間のネットワーク構築の

支援をする。

1-7 1-9 1-9 DRE職員が給水施設管理者-コミューン-DRE-治水省（中央）間の定期報告・モニタリ

ング体制を構築する

1-8 1-10 1-10 DRE職員と専門家が、全維持管理アクター向けのマニュアルに含めるモニタリング

フォームを作成する

1-11 1-11 定期報告・サイトモニタリングを通し、DREが対象24サイトの施設状況（稼動・維持管

理）についてデータ整理・ 管理確認を行う

1-12 1-12 DRE職員がデータ更新体制に沿って、治水省（中央）へ収集データの報告を行う

1-13 1-13 DRE職員が首都において他県DRE、他ドナーに対し、試行したデータ更新体制を共

有する

1-10  1-14 1-14 DRE職員の主導で、「維持管理体制」の試行結果を含む水・衛生分野の情報を

DRE、DREN、DRS間で共有することを目的とした定例会議を企画する

1-11 1-15 1-15 DRE職員の主導で、「維持管理体制」の試行結果を含む水・衛生分野の情報を

DRE、DREN、DRS間で共有することを目的とした定例会議を開催する

1-12 1-16 1-16 DRE職員と専門家が 対象4郡内のパイロット外コミューンにおいて水政策・DREとコ

ミューンの役割について研修を企画・実施する

1-13 1-1７ 1-17 DRE職員と専門家が県レベルでセミナーを開催し、対象外5郡に対して、4郡での維

持管理事例を紹介する。

1-14 1-18 1-18 DRE職員が給水・衛生分野に係る各種業者入札におけるDREの役割について、コ

ミューンへの技術移転を目的として再学習を行う。

1-15 1-19 1-19  水・衛生セクターの関連諸機関と会合を中央レベルで開催し、プロジェクトの成果を

共有する

1-16 1-20 1-20 DRE職員と専門家が、コミューン給水担当者が実施する24パイロットサイトの運営状

況のモニタリングに対し、指導を行う

1-21

1-22 1-21 スペアパーツ供給体制の構築のための情報収集、アクターへの説明、マニュアル作
成・ネットワーク作りをDRE職員と協働して行う

1-23 1-22 DRE用マニュアルを作成し、取りまとめる。

1-23 DRE職員がコミューンの定期報告受領後にCPEの活動のモニタリング/指導を行う。

1-24 DRE職員が、施主代理としての役割について、再学習をする。

2-1 2-1 2-1 パイロット15コミューン職員が水政策・地方局の役割について研修を受ける

2-2 2-2 2-2 パイロット15コミューン職員が給水施設維持管理に関わるコミューンの役割について

研修を受ける

2-3 2-3 2-3 パイロット15コミューン内において、給水担当者を設置する

2-4 2-4 2-4 パイロット15コミューンがコミューン内施設の運営維持管理委託組織を明確にする

2-5

2-5 2-6 2-5 コミューン給水担当者が対象24サイトにおいて、水管理組織の研修後、モニタリング

を行う

2-5 2-7 2-6 パイロット15コミューンがコミューン用マニュアルに沿って、DREへの定期報告を行う

2-6 2-8 2-7 コミューンとDREの協働により、4郡のコミューン内の施設データを整理する

2-7 2-9 2-8 パイロット15コミューンが、施設の改修・更新または運営維持管理を民間に委託する

場合のコミューンの役割・手続きについて研修を受ける

2-8 2-10 2-9 民間委託実施パイロットコミューンが、民間委託管理の手続きについて研修を受け、
パイロットコミューンが開札・評価に参加する

2-9 2-11 2-10 パイロット15コミューンに対し、給水施設維持管理における水税の徴収と支出の管理

を指導する

2-10 2-12 2-11 対象4郡内のパイロット以外のコミューンが水政策・DREとコミューンの役割について

研修を受ける

2-13

2-14 2-12 DREと専門家の協働でコミューンマニュアルを作成する

3-1 3-1 3-1 対象24サイトのフクタン長・村長が水政策・地方局・コミューンの役割についてDREお

よび専門家から研修を受ける

3-2 3-2 3-2 対象24サイトのフクタン長・村長が給水施設維持管理組織・給水施設利用者の役割

について研修を受ける

3-3 3-3 3-3 対象24サイトのフクタン長が給水施設維持管理者、水施設利用者の役割を住民総会

において啓発し、給水維持管理組織を明確にする

3-4 3-4 3-4 対象レベルIサイトにおいて、ハンドポンプ村落修理工を選定する

3-5 3-5 3-5 対象のレベルIサイトにおいて、選定されたハンドポンプ村落修理工がDREおよび専

門家同伴のもと地域修理人により修理研修を受ける

3-6 3-6 3-6 レベルIIサイトにおいて、選定された施設操作員が施設のメンテナンスについてDRE
および専門家同伴のもと地域修理人により研修を受ける

3-7 3-7 3-7 水管理組織マニュアルを作成する

3-8 3-8 3-8 DREおよび専門家が対象24サイトの給水施設維持管理組織に対し、維持管理能力

研修（①役割分担②内部規定③水料金設定④出納帳管理⑤モニタリング体制）を行
う

3-9 3-9 3-9 対象24サイトに対し、DRE職員の下、コミューン職員が水管理組織研修後のモニタリ

ングを行う

3-10 3-10

地方局職員が水政策・地方局の役割について再学習を行う

地方局職員に対し、レベルI・IIの改修・操作・点検研修を行う。

コミューン給水担当者／モニタリング委託組織が対象24サイトにおいて、

水管理組織の研修後、モニタリング・フォローアップを行う。

【成果1】アッチモ・アンドレファナ県における給水施設維持管理に対する技術支援者として、DRE職員のコミューン、村落レベルへの維持管理指導及び関係諸機関との調整能力を強化する手法が確
立する。

DRE職員が、地域修理人に対し、レベルI・IIの改修・操作・点検に係る実

地指導を行う

DRE職員が、地域修理人を登録し、修理サービスの標準価格を設定す

る。

DRE職員が、修理に関るアクターの整理とアクター間のネットワーク構築

の支援をする。

【成果2】コミューンが将来給水施設の施主としての役割を果たすための能力強化の手法が確立する。

パイロット16コミューン職員が対象24サイトにおいて、給水施設維持管理組

織の研修後モニタリング・フォローアップを行う

パイロット15コミューンがコミューン用マニュアルに沿って、DREへの定期

報告を行う

パイロット15コミューンが、給水施設と水管理組織の指導・モニタリング・

フォローアップを、民間を含む第三者へ委託するかどうかを選択する

地方局職員が給水施設維持管理に関わるコミューンの役割について再学
習を行う

地方局職員がパイロットコミューンへ、水政策・地方局とコミューンの役割に
ついて研修を行う

地方局職員向けの修理マニュアルを作成する

コミューンとDREの協働により、4郡のコミューン内の施設データを整理する

 県レベルでセミナーを開催し、対象外5郡に対して、4郡での維持管理事例

を紹介する。

 地方局職員が 対象4郡内のパイロット外コミューンにおいて水政策・地方局

とコミューンの役割について研修を企画・実施する

パイロット16コミューン職員が水政策・地方局の役割について研修を受ける

パイロット16コミューン職員が給水施設維持管理に関わるコミューンの役割

について研修を受ける

パイロット16コミューンがモニタリング・マニュアルに沿って、DREへの定期報

告を行う

地方局職員が対象24サイトにおいて、給水施設維持管理組織の研修後モ

ニタリング・フォローアップを行う

パイロット16コミューンが村落レベルで対応できない施設の改修・更新に係

るコミューンの役割・手続きについて研修を受ける。

民間委託実施パイロットコミューンが、民間委託管理の手続きについて研修
を受ける。

パイロット16コミューンに対し、給水施設維持管理に水税の徴収と支出の管

理を指導する。

パイロット16コミューン内において、給水施設担当者もしくは担当委員会を

設置する

パイロット16コミューンがコミューン内施設の維持管理委託組織を明確にし、

各委託者と契約を交わす

レベルIIサイトにおいて、給水施設維持管理組織のオペレーターが施設の

メンテナンスについて研修を受ける。

対象4郡内のパイロット以外のコミューンが水政策・地方局とコミューンの役

割について研修を受ける

施設維持管理組織がモニタリング・マニュアルに沿ってコミューンへ定期報
告を行う

対象24サイトに対し、地方局職員およびコミューン職員が給水施設維持管

理組織研修後のモニタリング・フォローアップを行う

対象24サイトのフクタン長・村長が水政策・地方局・コミューンの役割につい

て研修を受ける

 対象24サイトのフクタン長・村長が給水施設維持管理組織・給水施設利用

者の役割について研修を受ける

 対象のレベルIサイトにおいて、選定された修理人が修理研修を受ける

コミューン給水担当者またはモニタリング委託組織が、 実施する水管理

組織研修のTOT研修を受ける

パイロット15コミューンが、施設の改修・更新または運営維持管理・モニタ

リングを民間に委託する場合のコミューンの役割・手続きについて研修を
受ける

 DRE職員が、コミューンの水税徴収状況の確認と、運用に関する監査を

行う

パイロット15コミューン職員が水政策・地方局の役割について研修を受け

る

スペアパーツ供給体制の構築のための情報収集、アクターへの説明、マ
ニュアル作成・ネットワーク作りをDRE職員と協働して行う

DRE用マニュアルを作成し、取りまとめる。

 DRE職員に対し、レベルI・IIの改修・操作・点検研修を行う。

DRE職員が給水施設管理者-コミューン（モニタリング委託組織）-DRE-治
水省（中央）間の定期報告・モニタリング体制を構築する

DRE職員が、全維持管理アクター向けのマニュアルに含める定期報告・

モニタリングの方法、手続きなどを検討し、取り纏める

定期報告・サイトモニタリングを通し、DREが対象24サイトの施設状況（稼

動・維持管理）についてデータ整理・管理を行う

水管理委員会マニュアルを作成する

 対象24サイトの給水施設維持管理組織に対し、維持管理能力研修（①役

割分担②内部規定③水料金設定④出納帳管理⑤モニタリング体制）を行う

DRE職員が水政策・DREの役割について再学習を行う

DRE職員が給水施設維持管理に関わるコミューンの役割について再学

習を行う

DRE職員がパイロットコミューンへ、水政策・DREとコミューンの役割につ

いて研修を行う

 水・衛生セクターの関連諸機関と会合を中央レベルで開催し、プロジェク

トの成果を共有する

DRE職員の主導で、「維持管理体制」の試行結果を含む水・衛生分野の

情報をDRE、DREN、DRS間で共有することを目的とした定例会議を開催

する

水・衛生分野の情報を共有することを目的としたDRE、DREN、DRSの定例

会議を企画する

パイロット15コミューンがコミューン内施設の運営維持管理委託組織を明

確にし、各委託者と契約を交わす

DRE職員および地域修理人向けの修理マニュアルをDRE職員と共同で

作成・編集する

DRE職員が給水施設維持管理に係る各種業者入札におけるDREの役

割について、再学習を行う。

DRE職員が 対象4郡内のパイロット外コミューンにおいて水政策・DREと

コミューンの役割について研修を企画・実施する

県レベルでセミナーを開催し、対象外5郡に対して、4郡での維持管理事

例を紹介する。

DRE職員の主導で、「維持管理体制」の試行結果を含む水・衛生分野の

情報をDRE、DREN、DRS間で共有することを目的とした定例会議を企画

する

定期報告・サイトモニタリングを通し、地方局（DRE)が対象24サイトの施設状

況（稼動・維持管理）についてデータ整理・管理を行う

地方局職員が定期報告体制・内容を含むモニタリング・マニュアルを作成す
る

1-6

1-9 

 水・衛生分野の情報を共有することを目的としたDRE、DREN、DRSの定例

会議を開催する

水・衛生セクターの関連諸機関と会合を中央レベルで開催し、プロジェクト
の成果を共有する

地方局職員が給水施設維持管理に係る各種業者入札におけるDREの役

割について、再学習を行う。

 地方局職員が、レベルI・IIの改修・操作・点検に係る実地指導を行う

地方局職員が給水施設管理者→コミューン→地方局という流れの定期報告
体制を構築する

PDM ver. 3用活動（2011月7月マ国協議前）2010年9月R/D承認（※JCC承認版はPDM ver.2 2010. 4) PDM ver. 3用活動（2011月8月合意）

成果毎の活動

対象24サイトに対し、DRE職員の下、コミューン職員／モニタリング委託

組織が水管理組織研修後のモニタリング・フォローアップを行う

水管理組織が水管理組織マニュアルに沿ってコミューン給水担当者また
はモニタリング委託組織へ定期報告を行う

対象のレベルIサイトにおいて、選定されたハンドポンプ村落修理工が修

理研修を受ける

レベルIIサイトにおいて、選定された施設操作員が施設のメンテナンスに

ついて研修を受ける。
水管理組織マニュアルを作成、編集する

対象24サイトの給水施設維持管理組織に対し、維持管理能力研修（①役

割分担②内部規定③水料金設定④出納帳管理⑤モニタリング体制）を
行う

対象レベルIサイトにおいて、ハンドポンプ村落修理工を選定する

対象24サイトのフクタン長・村長が給水施設維持管理組織・給水施設利

用者の役割について研修を受ける

対象24サイトのフクタン長が給水施設維持管理者、水施設利用者の役割

を住民総会において啓発し、給水維持管理組織を明確にする

【成果3】 村落・フクタンレベルにおける給水施設の日常管理者として給水施設維持管理組織の施設維持管理能力を強化する手法が確立する。

対象レベルIサイトにおいて、施設管理組織の修理人を選定する

 対象24サイトのフクタン長が給水施設維持管理者、水施設利用者の役割を

住民総会において啓発し、給水維持管理組織を明確にする

対象24サイトのフクタン長・村長が水政策・地方局・コミューンの役割につ

いて研修を受ける

DRE職員がデータ更新体制に沿って、治水省（中央）へ収集データの報

告を行う

DRE職員が首都において他県DRE、他ドナーに対し、試行したデータ更

新体制を共有する

DREと共同でコミューンマニュアルとモニタリング委託組織マニュアルを作

成し、それぞれ取りまとめる

パイロット15コミューンに対し、給水施設維持管理における水税の徴収と

支出の管理を指導する

対象4郡内のパイロット以外のコミューンが水政策・DREとコミューンの役

割について研修を受ける

コミューンとDREの協働により、4郡のコミューン内の施設データを整理す

る

民間委託実施パイロットコミューンが、民間委託管理の手続きについて研
修を受け、民間委託に係る手続きを行う

パイロット15コミューン職員が給水施設維持管理に関わるコミューンの役

割について研修を受ける

パイロット15コミューン内において、給水担当者もしくは担当委員会を設

置する

DRE職員が、コミューン給水担当者またはモニタリング委託組織が実施

する24パイロットサイトの運営状況のモニタリングに対し、指導を行う
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別添－（1）合同調整委貴会（JCC）ミニツツ  

PROCES－VER丑AIDEDISCt7SSIONS  

ENTRE   

IJ，AGENCEJAPONATSEDECOOPERATIONINTERNATIONALE（JICA）  

ET  

LESAtJTORIT】王SCONCERNEESI）tJGOIJⅦRNEMENT  
DELAREPUBLIQUEDEMAI）AGASCAR  

StJR  

LERAアアORTI）ECOMMENCEMENT  

POtTRLEPROJRTDIAM】王LIORATIONDELAGESTIONDl∑SSYSTRMI王S  
D）AI｝PROⅥSIONNRMENTENEAtT王IOTAl‡LI王政TDI彗SCOWORTEMENTSEN  

MATIRRED，HYGIENEDANSLAREGIONATSIMO－ANI）REliANA，  

MADAC.ASCAR 

Antananarivo，1e170ctobre2008  

MonsieurYusukeANDO  

Cilefdel’equipeduPrqjet  

顎覇Cooperation加ernationale  

MadameBertllhleRAZAIAR刀止ÅNANA  

DirecteurdeCabiIlet  

Millisteredel，Eau  

R‘publiquedeMad喝aSCar  

TelnOignespal－：  

l            ■・－－、  
Doctel汀KatsullitoYOSHIDA  

CllerdeMissiolldeCollSt11fation  

Agenc8Japollaised8CooperationInternation8le  

Monsieur Solofohery RAJEMISON 

CoordoJlate11r NatioJlaldeI，Alh】lelltation et  

NutritionScolaire  

Millis一色l・edel’EducationNatiollale  

MadameVictorilleEdsonANJARASOA  

Coordollatl’ice R6gi011ale de Dlol’anO－WASH  

d，Atsimo－AndlLefhna  

膀   

MonsielげVictorMAFILAZA  

Coo】■dolほteul・Natio11alA嘩oiIltde】aCaⅢpag－1e  

d’EducationSanita妻re  

Mj血s絶redelaSa血走e【dupialll血gFamiljal  
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ConfblTnimentauProc色s－Verbaldediscussion（disign6ci－apreS《R／D〉〉）signileO8Juillet  

2008entrel’AgenceJaponaisedeCoop6rationhternationale（disignici－aPreS《JICA》）et  

les autorit6s concernies du Gouvemement dela Rgpublique de Madagascar，relative au  
《Prqietd’Am61iorationdelaGestiolldesSystemesd’ApprovisionnementenEauPotableet  

des Comportements en matiere d’Hygi色ne dansla R6gion d’AtsimorAndrefana dela  

R6publiquedeMadagascar》（d6sign6ci－apreS《Prqjet〉〉），lego11Vernemelr［duJapon，Parle  

biaisdelaJICA，aenVOy6l’6quiped’expelisjaponaisduPrqjetmen6eparMollSieurYusuke  

ANDOaMadagascardu21Septembre2008．LesiegedelaJICAaussiaenvoy6unemission  
deconsultationmeneeparDoctetIrKatsuhitoYOSHIDAaussIPOurled6marrageduPrqjet・  

Le140ctobre2008，1’6quipeduPrqietatenuuner6unionduGroupedeTravailduPrqjet  

（d6sign6ci－aPr畠s《GTP》）ala grande sal1e dela Direction R6gionale del’Edueation  

NationaleaToliara．Acetteoccasion，1escontenllSdesactivit6sduPrqjetont6t6pl’6sent6set  

disctlt6ssurlabaseduRapportdeCommencementduPrqjet（Annexel）・  

Apres ce Groupe de Travaildu Prqiet，1’iqulPe du Prqiet a sotmisle Rapport de  

CommencementauMinisteredel’Eau，etlescontenusduditrapportontitidiscut6slofSdela  

r6unionduComitiConiointdeCoordination（design6ci－aPreSくくJCC》）presid6parMonsieur  

JeanDolliliRASOLOFONlAlNA，Ministredel’Eatl，tenule160ctobre2008alasa11ede  

con放encedel’H6telPANORAMA，Antananarivo．  

Lessl如tsmentionn6sci－dessousont6t6discutisetconvenusentrelesautorit6sconcernees  

duGouvernementdelaR6p11bliquedeMadagascaretl’equipeduPl●qiet・  

1．PrinclpalesremarquesetobservationssurleRapportdeCommencement  

－ LeMinistere del’Eau a precise quela coordination dtlPrqjet entreles ministeres   

concem6sse血itえsonniveau．Ler61edeWASHdanslecadredelamiseenceuvredu  

pfdetserad菰nil11t岳rieurement；  

－ Lepr（函tsouhaite quele Minis絶re del’Eauprofite des experlenCeS aCqulSeSPOur  

appuyerd’autresrigions（Exemple：vulgarisationdumanueldegestiondespointsd’eau  

etc．）；  

－ Lescritるresdes61ectiondessitespourlamiseenplacedeslatrinesserontd菰nisapartir  

desr6sultatsdel’ぬ1dedebaseetdesenquetesefEtctu6esauprasdelapopulationlocale；  

2．ApprobationduRapportdeCommencement  

LeComit6CoI肩0intdeCoordination（JCC）（ListeenAmexe4）aconfirmiquelecontenudu  

Rapport de Commencement a6t6pr6parisurla base des conditions stipulies dansle  
Proces－Verbaldediscussionslgn61eO8juillet2008etaapprouv61editRapport．  

ミ‥1 

＼・、、・－  
．い∴・■t・・   
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3．CoI戒mationdesHomologues  

Stlite良IariorganisationauniveauduMinisteredel’Eau，leshomologuesduprqietontit6  

modi鮎s．LalistedeshomologlleSmalagasyestdicriteenAnnexe3．  

4．FoumitureetR6parationdesMatirielsetequlPementS  

LamachinedefbrageetautresequlPementSneCeSSairesserontenvoy6saTbliarad，ici£n  

d’ann6e2008parlapartieMalagasy．  

5．CarburantnecessairepourlesactivitisdeshomologuesMalagasy  

LapartieMalagasys’e飲）rCeradeprendreenchargelecarbtlrantnicessairepourlesactivitis  

deshomologuesMalagasy．  

ぐうゼノ′り  ＼・ン・  
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A－1IleXel：ListedesparticipaJltSde）aR6union  

dllGrotlpedeTravailduI，rojet（GTIり  

LaPartieMalagasy  
0喝飢Iisl11e   N8111etpl・enOln   Fo】1C“0Il   

Dil－eCtionInter－R6gionaledel’13au  Directeur，ChefduPrqjet  

（DmE）   JlⅨSolinskiKOTOVÅORⅣEIJO  CllefdeServicede壬，Ea11etde  

1，Assaillissemellt  

GilbertRANDRIANASY   TECI壬NICIEN  

Robelle RAKOTOARISON FOREUR   

DirectiollRegiollaledel’Edueation  

Nationale（DREN）   SitoryBl三NOIT  

1）idaJEAmOT  

Rl】benRASOLOMANANA  

Paulbel・tAUGUSTrN  

DirecdonRegiollaledelaSanfeet  SMAGS  

desAffairesSociales（DRSAS）   FOSY   S入IAGS   

WASH   VictorineANJARASOA  

COM丸rUNE   URBAINE  ADJO7NTAUMAⅡlE   

TOLIARA   

ONGFfHAMINDRAZA   Laul・e仕eJl】itin打．  

ONGTARATRA   TPVÅNDRAmF．JeanPaul  

ONGVSDA   RAZAFINDRAVELOGel・mondR．  

ONGFANTIOLOTSE   VALAHOAVYPeter＄On  

ONGVANONA   HAl）JEEJackyZilly  

ONGKANIA   RÅTrARISONJeamBrand  

Di∫eCtion  Regionale  de  RAVAOMANANTENASOA  

D如eloppementRl汀al（DRDR）   Ral函Vdo   

LaPartieJaponaise  

0Ⅰ・ganisme   Nol11etpl・由1011l   Fonction   

Agence Japonaise de Coop6atiou Docteur Katsuhito YOSHIDA Chef●delamissiondeconsl11tation   

血ternatiollale（∬CA）  dupr（かt  

日立oplkiSÅTO   Membredelamissionde  

COllSultatio11duprqjet  

MamiKUSHIDA   A嘩OinteatlRepr6sentantResident，  

刀CA島Madagascar  

Mano81aRAZAFIMAHEFA   ConseillerTechnique，JICAa  

Madagascar   

Eq11iped11Prqjet   Ⅵ1S11keANI）0   Chefdel’eqllipe  

TbdaoSUZUMUlしA   Cb訂g‘1a mai血eコ弧Ce et  

1’entretien  

′lもke511iONO   CllargB l’llygielle  et  

1’assainissement   

・＼、∵   
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ParticIPantSdessitesconcernisduprqiet  

Nom   Si†e   

VONTSOA   AIlbliberellgy   

臼玉mNTSOA   Behly   

FENOAVYJean   Aれ血■al1011illaly   

SIDASENEI）o11ati∈〉n   n■餌10kaky   

RANDRIANAmSON   Sakal・ahaBas   

CELESTIN   Ma11iIlday   

REMBAKA王smael   B¢Sakoa   

Bl三Ml三NAKY   Alnpandramitsetaka   

ZÅFmRTAXOH可a   Allkazoabo   

LIMBlÅZYRedrio   Andra†10lava   

ZAFITfANAJllStin   Al函111pll－allalahy   

RAM80AMANANTANY   rhndrano   

CASBONE   BetsiokaAval・atTa   

ODILE   Benetsy   

SALE   Allkilil11a11ilika   

ZAR王mmGALAHY   Bel・01・01】a   

JOASTIN   A山5eVa   

SARIORichard   NamabollO   

BERNAR工）   Analamisal－1Py   

RATOVOSONWilliam   So8hazo   

EDMOND   Befalldl・iana   

Rl∃AlYDELMAS   AnlpOZa   

BERNARDCeles抽1   Ambiky   

DAMY   Mangotroka   

レ「（＼抒／   
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Annexe2：Listede5participa11tSdelaRiunioll   
dllComit6ConjointdeCoordination（JCC）  

par“eMalaEaSV   

MonsieurJeanDonn6RASOLOFOWA   

MadameBerthineRAZAIAR皿止ANANA   

MonsietwAlahRANDRIAMA皿SOA   

Monsi飢汀JusthRANDMNARISON  

M細ameRa再aRAZA円M仏且出場  

MadameJos6phineAngaleRAVELOJAONA  

MadameCoパneGOUL旭   

Monsieur Davi RAKOTONARlVO 

MonsieurGermainRANDRIAMIANDRA  

MonsieurSolofbheryRAJEMISON  

Ministredel’Ea11  

DirecteurdeCabinet，Ministeredel’Eau  

DirecteurG6niral，Minist色redel’Eatl  

Directeul・1ntel㌧Regional，Ministむed¢1’Eau  

CollSej11eretechnique，Millisteredel’Eau  

DirecteLlrdesOp6ratiollSduMinisteredel’Eau  

RespoIISabledeComInunication，Minist色redel’Eau  

Chefdesel・vicePartenal・iat，Minist色1・edel’Eau  

Charg6d’占tude，Minist己redel’EdtlCationNationale  

ChefdeSel・VicedeSuivi－Evaluatioll，Ministerede  

l，EdtlCationNatioIlale  

Charg6d’ittldeetResponsabledeDiorano－WÅSH，  

Ministeredel’EducationNationale  

CoordinatellrA嘩ointdeDioranoEWASH，Minis結re  

delaSa由るetdtlPlanmi†唱Familial  

Coordhlatrice R6giol】ale de Diol■anO－WASH  

d，Atsimo＿ArIdl・efbna  

MonsieurStephenRASOLOFONIAiNA  

MonsjeurVictorMAFILAZA  

MadarneVictorineEdsonANJARASOA  

PanieJamnaise   

Monsieur′rbruTOGAWA   

Doctet汀KatsuhitoYOSHtDA  

MonsieurH五oyu最SAm  

Madam8MamiKUS汀mA  

Repl・6sentantR6sident，JICAaMadagascar  

ChefdeMissiondeCollSultation，JICA  

MembredeMissiolldeConsultation，JICA  

A4jointe au Repr6sentant R6sident，JICA a  

Madagascar  

Consei）1erTbchIllque，JICA且Madagascar  MadameManoelaRAZAFIMAHEFA  

Chefdel’6quipeduPr句et  

Membredel’6quipedtlPrqiet  

MonsieurYusukeANDO   

MonsieurTbkeshiONO  

・／、－、・∴   
、．＿、．－・∴   

う
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AIlneXe3：ListedeshomologlleSMalagasydtIProjet  

l．Per50nnelshomologuesduPrqjet  

l）DirecteurduPl■句et：   

Monsieur Alain RANDRIAMAHERTSOA 

2）DirecteurA句ointduPr句et：   

MadameJos6phineAng色1eRAVELOJAONA  

3）ChefduPrqiet：   

MoIISieurJusthlRANDRIANARISON  

DirecteurGenむal，Minis絶redel’Ea11  

DirecteurdesOp岳rations，Minisぬ●edei’Eau  

DirectetlrdelaDire¢tionIIl如－Regiollaledel’Eatl，  

Tbliara  

くく打01nOloglieS〉〉  

4）MonsieurJuxSolillSkiKOTOⅥ10RlVELO  Chef de SelrVice del’Eau et del’Energie dela  

Directionlnter－R6gionaledel’Eau，Tbliara  

5）′托clmiciensdelaDIRE－M£：   

MonsieurGilbel十RANI）R工ANASY  

Monsieul・RobelleRAKOTOARISON  

Mof）SieurRALAYJeanVhlCenlas  

6）Personneld’applli：   

MonsieurRAMAROZATOVOChristian  

MonsieurRAZAFIMANDIMBYPaul  

MonsieurMBAHINISOA  

MonsieurTA王in4ANAEdmond  

Electricie†l／M壱canicien   

Ma紬一efbrel11・   

Aid（∋SOlldeul・  

Secr蛮aireComptable  

Agentdeliaison  

Chauf托tlr   

Gardien  

《HomologtleSaSSOCie5duP一再et》  

1）DirectionRegiorlaledel’EducatiollNationale（DREN）  

2）DirectionRegiollaledelaSan縫etdesA飽iresSociales（DRSAS）  

イ♂ル  

う康り  」＿．．∴ ・   
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AIlnCXe4：ListedesMembresdtlComit6CoIljointdeCoordillation（JCC）  

bPartkMala望aSV  

rLeDirecteurdeCabinetduMinisteredel，Eau  

－LeChefdeServicedePartenariatduMinisttfedel’Eau  

－Le Secl・ぬir¢G占n6ralot【】8Direc【eur G血由1du Miil壬s結作曲a喝岳de柑dlIC融ion  

Nationale  

－LeSecritaireGiniralouieDirecteurGiniraiduMinist主recharg6delaSant6  

LaPa血eJapon扇鱒  

－L’Expe止duI）r句et  

－LeRepr6sentantRisidantdelaJICAaMadagascar  

－l，AmbassadeduJaponaMadagascar（Observateur）  

∴：∴ ∴・さ・＼・・  

＿＿‥′ン   
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マダガスカル国アッチモ・アンドレファナ県における 

給水施設維持管理能力と衛生行動改善計画プロジェクトにかかる 

業務実施計画書についての 

国際協力機構（JICA）および 

マガダスカル国政府関係機関との間における 

議事録 

  
 
 
 

2009 年 11 月 18 日、アンタナナリボにて 

 
 
 
 
RANDRIAMAHERISOA Alain 
治水省総局長 
 

 安藤 雄介 
プロジェクト総括 
 

   
証人 :   
   
   
佐々木洋介 
ミッション総括 
 

 RASAHONDRAMANITRINIAINA Marie 
Madeleine                              
教育省・保健学校教育調査担当               
 

   
   
MAFILAZA Victor                         
保健家族計画省・モニタリング担当

DioranoWASH 副コーディネーター 
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2007 年 7 月 8 日に国際協力機構（以下 JICA という）とマダガスカル共和国政府機関との間

で調印された協議議事録（以下 R/D という）と 2009 年 10 月 8 日に同じく両機関の間で調印

された RivisedR/D に基づき、「マダガスカル国アッチモ・アンドレファナ県における給水施

設維持管理能力と衛生行動改善計画プロジェクト」（以下プロジェクトという）について、JICA

は、安藤雄介氏を総括とする日本人専門家プロジェクトチームを、2009 年 11 月 7 日からマ

ダガスカルに派遣した。JICA 本部はまた、佐々木洋介客員専門員を総括とする運営指導調査

団を、プロジェクトの第二年次活動開始するにあたり派遣した。 

 

2009 年 11 月 9 日に、プロジェクトチームは治水省、保健省、教育省に対して業務実施計画

書を提出し、同計画書の内容は、治水省 Alain RANDRIAMAHERISOA 氏を議長として 2009 年

11 月 16 日アンタナナリヴォのパノラマホテル会議場で開催された合同調整委員会（以下 JCC

という）において協議された。 

 

1. 業務実施計画書における衛生分野の活動についての承認 
業務実施計画書における衛生分野の活動について、本 JCC で承認され、実施される。 

 

2. 業務実施計画書における給水維持管理分野の活動の方針修正について 
業務実施計画書における給水維持管理分野の活動については、マダガスカル側のセクター政策・

戦略、「マ」国水法（Code de l’Eau）及びその利用に関する関連規定（Décrets）に合致しないため、

現況の再調査の後、日本側と「マ」国側が協働で活動計画の修正を行い、次回 JCC にて修正され

た業務実施計画書の承認を得る。 
 

3. PO（作 業 計 画）の承認 
添付 2 にある PO が本 JCC にて承認された。 
 

4. CP および CP 側負担についての確認 
省庁の人事再編に伴い変更された C/P 人事と彼らの活動費用のマダガスカル側の予算措置

が確認された。 
 

5. プロジェクト文書に係る変更について 
PDM と PO は R/D に添付され、R/D の署名により承認を得ているが、今後これら文書の修正

及び承認は JCC にて行われ JCC のミニッツにて署名される。 
 

別添 1 :  JCC 参加者リスト 
別添 2 :  PO（暫定版） 
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マダガスカル国アッチモ・アンドレファナ県における 

給水施設維持管理能力と衛生行動改善計画プロジェクトにかかる 

修正版 PDM（PDM version2）についての 

国際協力機構（JICA）および 

マガダスカル国政府関係機関との間における 

議事録 

  
 
 
 

2010 年 04 月 22 日、アンタナナリボにて 

 
 
 
 
RANDRIAMAHERISOA Alain 
治水省総局長(RANOFIDIO ディレクター) 
 

 安藤 雄介 
プロジェクト総括 
 

   
証人 :   
   
   
佐々木洋介 
ミッション総括 
 

 RAZANAMAHERY Noro                     
公衆保健担当副首相府 
総局技術アシスタント                 
 

   
   
RAMAROLAHY Fanja                      
教育省学校教育・識字局調査担当 
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2007 年 7 月 8 日に国際協力機構（以下 JICA という）とマダガスカル共和国政府機関との間

で調印された協議議事録（以下 R/D という）と 2009 年 10 月 8 日に同じく両機関の間で調印

された RivisedR/D に基づき、「マダガスカル国アッチモ・アンドレファナ県における給水施

設維持管理能力と衛生行動改善計画プロジェクト」（以下プロジェクトという）について、JICA

は、安藤雄介氏を総括とする日本人専門家プロジェクトチームを、2010 年 4 月 18 日からマ

ダガスカルに派遣した。JICA 本部はまた、佐々木洋介客員専門員を総括とする運営指導調査

団を、PDM 修正の協議にあたり派遣した。 

 
2010 年 4 月 18 日に、プロジェクトチームは治水省 Alain RANDRIAMAHERISOA 氏を議長とし

てアンタナナリヴォのパノラマホテル会議場で合同調整委員会（以下 JCC という）を開催し、

PDM version2 に基づきながらプロジェクトの活動内容が発表され、協議された。 

 
1. PDM version2 の承認  
添付 2 にある PDM version2 が本 JCC にて承認され実施される。 

 
2. 24 プロジェクトサイトにおける改修優先順位についての承認 

24 プロジェクトサイトの改修優先順位について承認された。 
 
3. プロジェクト期間の延長について 
  給水維持管理・モニタリング体制の確立を 24 サイト以外の対象 4 郡まで対象にすることに

伴い、プロジェクト期間の延長が承認された。延長期間については両者により協議される。 
 
4. 給水分野の能力強化に係る対象サイトの差し替えについての提案 
  他ドナーによる介入により、現対象サイトの Sakaraha、Ankazoabo、Manombo Sud について

は他サイトと代替すること、その代替サイトは 2008 年 7 月 8 日に両者により締結された R/D
の優先規準に沿ったサイトが選ばれることが推奨された。代替サイトについては今後提案が

行われる。 
 
5. 他パートナーとの協力についての提案  
以下について提案がなされた： 
i) プラット・フォーム WASH のような他パートナーと協働し、他パートナーのグッド・プ

ラクティスや経験について意見交換を行うこと 
ii)“コミューンによる施設管理アプローチに係る調整委員会”等 に参加すること 

 
6. プロジェクト事業実施に係る予算の持続性 
プロジェクトの持続性を担保するために、日本側は先方に対し“公共投資プログラム

(Programme d`Investissements Publics(PIP))”を使って予算確保のアクションを取ることを依頼

した。 
 
7. プロジェクト評価について  
先方はプロジェクト中間評価と終了時評価の実施を要求した。 

 
別添 1 :  JCC 参加者リスト 
別添 2 :  PDM version2 
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